別表第5(第140条関係)
物品分類表
1　備品
分類

例示品目及び分類の説明

分類1
分類2


1　机類

教卓　長机
座卓　その他
事務用机

2　いす類

応接セット　長いす
回転いす　その他

3　たな・箱類

キャビネット　鉄庫
金庫　投票箱
げた箱　戸だな
書架　ロッカー
たな　その他

4　つい立類

つい立　間仕切パネル
びょうぶ　その他
帳子掛

5　台類

演壇　実験台
教壇　複写機台
工作台　その他

6　印章類

検査証明印　極印
公印



検査証明印及び極印は、法令により定められた証印とする。

7　図書類
1　事務用図書類
加除式図書　その他


2　事業用図書類
閲覧、貸出を目的とする図書



日本十進分類法により分類整備する。

8　事務用機器類

印刷機　電子式卓上計算機
コンピューター　複写機
裁断機　パーソナルコンピューター
せん孔器　その他

9　車両類

乗用車　軽四輪車
貨物車　貨物兼乗用車
自動二輪車　原動機付自転車
特殊車　自転車
特種車　台車
マイクロバス　その他

10　舟類

救命用舟艇　和船
ボート　その他

11　医療・福祉機器類

車いす　各種検査機器
血圧計　各種診断機器
診察台　各種治療機器
体重計　その他
各種機能訓練用機器



動物用を含む。

12　試験・検査機器類

各種測定機器　電子顕微鏡
各種分析機器　各種検査機器
各種試験機器　その他

13　製図用機器類

製図器　その他
製図台

14　計器類
1　測量機器類
水準儀　平板測量器
トランシット　その他


2　度量衡機器類
台秤　巻尺
ノギス　その他
マイクロメーター


3　その他の計器類
気圧計　各種自動記録計器
時計　その他

15　作業用機器類
1　工作機器類
金床　ボール盤
かんな盤　万力
定盤　旋盤
その他


2　繊維工業機器類
織機　ミシン
染色機械　その他


3　窯業機器類
焼成炉　土練機
その他


4　食品加工機器類
真空巻締機　製麺機
その他


5　農業機器類
コンバイン　選果機
田植機　各種アタッチメント
その他


6　蚕業機器類
煮蚕機　その他


7　水産業機器類
自動給餌機　その他
水中酸素補給機


8　畜産機器類
搾乳機　その他
ふ卯器


9　林業機器類
集材機　その他
チェーンソー


10　土木機器類
コア採取機　その他


11　その他の作業用機器類
刈払機　各種電動工具
脚立　その他

16　通信機器類

インターホーン　無線機
電話機　その他
ファクシミリ

17　視聴覚光学機器類

映画フィルム　各種音響機器
交換レンズ　各種光学機器
引伸機　各種撮影機器
各種映写映像機器　その他

18　体育用具類

弓道用具　弓、弓掛等
ゲートボール用具　スティック等
剣道用具　型用日本刀、胴、面等
ゴルフ用具　クラブ、ゴルフケージ等
スキー用具　スキー板、スキー靴等
スケート用具　スケート靴等
卓球用具　卓球台等
テニス用具　テニスボール等
登山用具　ザック、登山靴、ピッケル等
バスケットボール用具　バスケットボール等
バレーボール用具　バレーボール等
体操用具　キャンパス製マット、飛箱等
野球用具　移動式バックネット、プロテクター等
陸上用具　金属製やり、高飛びスタンド、ハードル、砲丸等
その他の体育用具



競技種目により分類整理する。

19　音楽器具類

管楽器　打楽器
鍵盤楽器　その他
弦楽器

20　標本模型類

掛図　各種模型類
各種標本類　その他

21　理科機器類

各種計器　各種測定装置
各種実験器　その他

22　寝具類

電気毛布　ベッド
布団　その他

23　美術・装飾品類
1　美術工芸品類
絵画　彫刻
工芸品　その他
写真



50,000円未満の物品は、装飾用品類に分類する。


2　装飾用品類
置物　じゅうたん
額　装飾幕
掛軸等　旗
花びん　その他

24　暖冷房機品類

扇風機　電気カーペット
暖冷房用機具　その他

25　非常用具類

消火器　その他

26　ちゅう房用品類

電気釜　冷蔵庫
電気なべ　各種レンジ
流し台　その他
湯わかし器

27　娯楽用具類

碁盤　その他
将棋盤

28　雑品類

かばん　天幕
黒板　ビニールハウス
掲示板　表札
茶がま　プレハブ式建物
電気スタンド　ホワイトボード
電気洗濯機　その他
電気掃除機

2　消耗品
分類

例示品目及び分類の説明

分類1
分類2


1　事務用品類
1　紙類
コピー用紙　その他の紙類
上質紙


2　文具類
デスクマット　フロッピーディスク
筆記用具類　その他の文具類


3　印刷物類
帳票類　地図
帳簿類　ポスター
写真　その他の印刷物類



図書形態を整えた印刷物は、備品扱いとして整理するものがある。


4　印章類
回転印　木印
ゴム印


5　印紙・証紙類
検査合格証　はがき
収入印紙　郵便切手
収入証紙　その他の印紙・紙類


6　図書類
雑誌　年刊物
定期刊行物　法規追録

2　衛生用品類
1　薬品類
医療用薬品類　防疫用薬品類
試薬類　その他の薬品類
消毒用薬品類


2　材料品類
ガーゼ　包帯
脱脂綿　その他の衛生材料品類


3　医療・検査器具類
聴診器　乳鉢
はさみ　ビーカー
救急箱
ピンセット　フラスコ
試験管立　注射器
メス　注射針
薬さじ



動物用を含む。

3　工具類

かけや　砥石
かんな　ドライバー
くぎ抜き　のこぎり
グリスポンプ　のみ
コードリール　バール
工具箱　ハンドドリル
スコップ　ハンマー
剪定ばさみ　ペンチ
たがね　やすり
つるはし　溶接用マスク
手万力　レンチ類

4　農具類

かま　穀粒縦断機
菌接種器　下刈かま
くわ　すき
検土杖　なた

5　計器類

箱尺　ます
ばねばかり　量水板
棒はかり

6　作業用器具類
1　器具類
作業灯　耳標パンチ
作業表示灯　木登器
セメント箱　ロープ


2　部品類
錬鉄板　ワイヤロープ
各種機械器具の部品類等をいう。

7　視聴覚写真用具類

OHPシート　電球類
撮影用フィルム　ビデオディスク
磁気テープ類　フィルター
スライド　レーザーディスク

8　体育用具類

各種競技共通　ネット、ボール、ユニホーム、ラケット
弓道用具　巻わら台
剣道用具　こて、竹刀、たれ、木刀
水泳用具　コースロープ、水球用ゴール
スキー用具　ストック
登山用具　アイゼン、かんじき
ボクシング用具　パンチングボール
野球用具　グローブ、バット、ベース、ミット
陸上用具　シャンプポール、スターティングブロック、ピストル、ライン引き



競技種目により分類整理する。

9　音楽用具類

楽譜　レコード
弦　レコード針
コンパクトディスク

10　理科器具類

音叉　胴乱
ガスバーナー　白金線
磁石　プリズム
対物マイクロ　薬品類
メーター

11　肥飼料類

各種飼料　各種肥料

12　種苗類

各種種子　各種苗

13　農薬類

殺菌剤　除草剤
殺虫剤　その他の農薬類

14　災害救助用品類

救助用毛布

15　被服寝具類
1　被服類
雨がっぱ　事務服
階級章　制服
救命胴衣　帯革
くつ　手袋
白衣　作業服
帳子


2　寝具類
敷布　布団カバー
丹前　毛布

16　素材類

実習用材料品　修繕用材料品

17　燃料・油脂類

オイル類　燃料類
塗料類　その他の燃料、油脂類

18　ちゅう房品類

圧力なべ　包丁
食器　まな板
なべ　やかん

19　掃除用具類

くず入れ　ほうき
ダストカート　モップ
ちり取り

20　食糧品類

穀類　その他の食糧品類
調味料

21　娯楽用具類

折たたみ式碁盤　将棋こま
折たたみ式将棋板　　ボート用オール
碁石

22　車両用類

洗車ブラシ　フロアマット
タイヤ　ホイール
タイヤチェーン　ボディワックス
バッテリー

23　雑品類

暗幕　巣箱
衣桁　スリッパ
いすカバー　釣竿
横断幕　テーブルクロス
カーテン　デッサン用石膏像
かさ　電球類
懐中電灯　動物箱
ガスもれ警報機　灰皿
看板　バケツ
懸垂幕　旗(屋外掲示用に限る)
座ぶとん　ブラインド
じゅうたん(1m2あたり1万円未満のものに限る)
消火器(詰替式でないもの。)　ヘルメット
消火用ホース　ホース
錠前　ポット
食器箱　帆布シート
飼料箱　まん幕
すのこ　フラワーポット

3　動物
分類

例示品目及び分類の説明

分類1
分類2


1　備品扱いの動物

犬(6月)　豚(10月)
牛(18月)　めん羊(12月)
馬(36月)　やぎ(12月)



(　)内の育成期間以上の動物は、成畜これ未満のものはこ畜として分類整理する。

2　消耗品の扱いの動物
1　獣類
うさぎ　モルモット
ねずみ　その他の獣類


2　家きん類
あひる　鶏
がちょう　その他の家きん類
七面鳥



成鳥期を、七面鳥については9月、それ以外の家きん類については6月とし、生後40日までは初生ひな、生後40日以降成鳥期に達するまでを中ひなとし分類整理する。


3　その他の鳥類
きじ　その他鑑賞用、繁殖用鳥類


4　虫類
みつばち　その他の虫類


5　魚類
あゆ　ます
金魚　その他の魚類



種苗確保、河川放流及び鑑賞用魚とし、養魚期間に応じ0年魚、1年魚等に分類整理する。


6　貝類
からす貝　その他の貝類

4　生産品
分類

例示品目及び分類の説明

分類1
分類2


1　製作品類

各種製作品

2　農林水産物品

動物に分類されるものを除く農林水産物類等をいう。

3　畜産物類

動物に分類されるものを除く畜産物類等をいう。

5　材料品
分類

例示品目及び分類の説明

分類1
分類2


1　材料品類

糸　大豆
生地　塗料
米　パイプ
材木　その他
セメント

備考　物品分類の基準は、次に掲げるとおりとする。
1　備品
物品の性質、形状をかえることなく、比較的長期間の使用に耐えるものをいう。ただし、次に掲げる物品は、消耗品とする。
(1)　ガラス製品、陶磁器等の破損しやすい物品(美術工芸品類を除く。)
(2)　物品の附属物(本体に組み込まれて着脱できないものをいう。)
2　消耗品
短期間の使用、消費等によってその性質、形状を失うもの、実験実習用材料品として使用すべきもの、贈与を目的とするもの及び物品の取得価格が10,000円未満のもの並びにこれらのもの以外の物品で分類表において消耗品扱いとして指定されたものをいう。ただし、次に掲げる物品は、備品とする。
(1)　国庫補助事業等により取得した物品で法令等により備品扱いとされるもの
(2)　備品の表6印章類の部に分類されるもの
(3)　備品の表7図書類の部1事務用図書類の項中加除式図書に分類されるもの及び同部2事業用図書類の項に分類されるもの
3　動物
獣類、鳥類、虫類、魚介類等の生物をいい、種別により備品扱いの動物又は消耗品扱いの動物に分けるものとする。
4　生産品
試験、研究、実習、作業、伐採等によって、生産又は製作されたものをいう。
5　材料品
生産、工事、工作等のため使用する材料をいう。
6　帳簿の登記
(1)　分類1及び分類2関係
分類は、使用目的に応じて分類表に掲げる分類により行うものとする。ただし、分類表に明示されていない品目については、類似品目により類推判断するものとする。
(2)　品目関係
帳簿の登記は、品目ごとに行うものとする。同一物品については、複数の品目に分類することなく、一般的名称により分類整理するものとする。
(3)　単位関係
物品の単位については、通常の商取引の際に使用される単位によるものとする。
